
（第18305号）東 京 都 公 報令和7年5月16日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）…
一

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
港
湾
施
設
の
臨
時
休
場
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
二
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
七
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
五
四

書
籍

Ｃ
ａ
ｎ
ｎ
ａ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ

ｃ
ｓ

「
○
○
し
な
い
と
出
ら
れ

な
い
部
屋
」
の
管
理
人
に

な
り
ま
し
た

株
式
会
社
フ
ラ
ン
ス
書
院

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
七
十
八
号
羽

沢
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
一
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
羽
沢
二
丁
目
及
び
羽
沢
三
丁
目

各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
西
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

西
東
京
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

西
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
二
・
二
・

十
号
ひ
ば
り
が
丘
北
四
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

西
東
京
市
ひ
ば
り
が
丘
北
四
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
西
尾
久
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及

び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の

実
施
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
六
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
臨
時
に
休
場
す
る
。

た
だ
し
、
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ

２
０
２
５
が
中
止
と
な
っ

た
場
合
は
、
休
場
し
な
い
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

種
類

橋
り
ょ
う
附
帯
施
設
（
遊
歩
道
）

二

名
称

レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
橋
り
ょ
う
附
帯
施
設

三

休
場
日
時

令
和
七
年
五
月
二
十
四
日
午
後
七
時
か
ら
午
後
九

時
ま
で

同

月
二
十
五
日
午
後
七
時
か
ら
午
後
九

時
ま
で

四

理
由

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ

２
０
２
５
の
実
施

に
伴
う
混
雑
及
び
事
故
防
止
の
た
め
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
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円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
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印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
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番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
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代
）
郵便番号
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